
目

次

告

示

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

社
会
援
護
室)

…
…
…
一

△

生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止

(

〃

)

…
…
…
一

△

公
共
測
量
の
実
施

(

土
木
総
務
室)

…
…
…
二

△

公
共
測
量
の
終
了(

二
件)

(

〃

)

…
…
…
二

△

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
十
二
号

(

平
成
十
七
年
度
及

び
平
成
十
八
年
度
に
県
が
発
注
す
る
建
設
工
事
の
一
般
競
争
入
札

又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査

の
申
請
手
続
等
の
定
め)

二
３
(三)
の
追
加
申
請
期
間
等

(

建
設
産
業
室)

…
…
…
二

△

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
十
三
号

(

平
成
十
七
年
度
及

び
平
成
十
八
年
度
に
県
が
発
注
す
る
測
量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
等
業
務
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者

に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め)

二
の
３

(三)
の
追
加
受
付
期
間
等

(

〃

)
…
…
…
二

△

河
川
敷
地
等
の
公
用
廃
止

(

道
路
河
川
管
理
室)
…
…
…
三

公

告

△

徴
税
吏
員
証
等
の
無
効

(

税

務

室)

…
…
…
三

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
三

△

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

(

東
広
島
地
域
事
務
所)

…
…
…
三

△

土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
同
意(

市
町
村)

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意(

市
町
村)

(

福
山
地
域
事
務
所)

…
…
…
四

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

〃

)

…
…
…
四

教
育
委
員
会
告
示

△

広
島
県
無
形
文
化
財
の
指
定

…
…
…
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

五

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示(

二
件)

…
…
…
五

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同
法
に
よ
る
医

療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
す
る
機
関
と
し
て
、
次
の
も
の
を
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
診
療
所
等
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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…
…
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…
…
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…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

平成18年 4月17日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 5号

1

坂

中

央

薬

局

福

島

薬

局

瀬

戸

田

調

剤

薬

局

砂

田

歯

科

医

院

櫻

ク

リ

ニ

ッ

ク

名

称

安
芸
郡
坂
町
横
浜
中
央
一
―
三
―
五

安
芸
郡
坂
町
坂
東
三
丁
目
一
〇
―
二
八

尾
道
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
三
一
三
―
一

尾
道
市
山
波
町
一
九
〇
五
―
九

安
芸
郡
府
中
町
柳
ヶ
丘
四
〇
―
一
二
―
二
Ｆ

所

在

地

平
成

一
七
・
一
二
・

一

平
成

一
八
・

三
・

一

平
成

一
八
・

三
・

一

平
成

一
八
・

三
・

一

平
成

一
七
・
一
二
・

一

指

定

年

月

日

瀬

戸

田

調

剤

薬

局

砂

田

歯

科

医

院

名

称

尾
道
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
三
一
九

尾
道
市
山
波
町
倉
ノ
内
新
涯
一
九
〇
五
―
九

所

在

地

平
成

一
八
・

二
・
二
八

平
成

一
八
・

二
・
二
八

廃

止

年

月

日

(定期)

定

第 ３１

期

号

発行者 広 島 県

広島県総務企画部発行所 管理総室文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円

(定期)

定

第 ２９

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
号

広
島
市
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

作
業
種
類

公
共
測
量

(

一
級
基
準
点
測
量)

二

作
業
期
間

平
成
十
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
八
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で

三

作
業
地
域

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
十
文
字
地
区

広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
九
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
国
土
交
通
省
中
国

地
方
整
備
局
福
山
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
五
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
国
土
交
通
省
中
国
地
方
整

備
局
福
山
河
川
国
道
事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
十
二
号

(

平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
に
県
が
発
注
す
る
建

設
工
事
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続

等
の
定
め
。
以
下

｢

千
二
百
十
二
号
告
示｣

と
い
う
。)

二
３
(三)
の
追
加
申
請
期
間
及
び
そ
の
他
の
事
項
に

つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

追
加
申
請
期
間

別
表
上
欄
の
と
お
り

二

そ
の
他
の
事
項

１

申
請
に
係
る
添
付
書
類
の
特
例

別
表
各
号
上
欄
の
期
間
に
行
う
追
加
申
請
に
は
、
千
二
百
十
二
号
告
示
別
表
第
二
第
二
号
上
欄
た
だ

し
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
各
号
中
欄
に
掲
げ
る
日
以
降
の
日
を
審
査
基
準
日
と
す

る
経
営
事
項
審
査
の
結
果
通
知
書
等

(

千
二
百
十
二
号
告
示
別
表
第
二
第
二
号
上
欄
本
文
の
経
営
事
項

審
査
の
結
果
通
知
書
等
を
い
う
。)

で
最
新
の
も
の
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
千
二
百
十
二
号
告
示
別
表
第
二
第
七
号
上
欄
括
弧
書
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
の
技
術

職
員
名
簿
は
、
追
加
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
前
月
の
末
日
現
在
の
状
況
を
示
す
よ
う
に
し
た
も

の
と
す
る
。

２

電
子
申
請
の
特
例

電
子
申
請

(

千
二
百
十
二
号
告
示
二
４
の
電
子
申
請
を
い
う
。)

を
行
う
場
合
は
、
千
二
百
十
二
号

告
示
二
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
各
号
上
欄
の
期
間
内
に
電
磁
的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
、
か
つ
、
持
参
、
郵
送
等
に
よ
り
別
に
提
出
す
べ
き

添
付
書
類
を
同
表
各
号
下
欄
の
日
ま
で
に
広
島
県
土
木
部
総
務
管
理
局
建
設
産
業
室

(

広
島
市
中
区
基

町
一
〇
番
五
二
号)

に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

期
限
ま
で
に
記
録
又
は
到
達
し
な
い
場
合
は
、

申
請
全
体
を
無
効
と
す
る
。)

。

な
お
、
こ
の
場
合
、
千
二
百
十
二
号
告
示
二
４
の

｢

県
外
業
者｣

は
、｢

県
外
業
者
及
び
県
内
業
者｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表

広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

平
成
十
六
年
広
島
県
告
示
第
千
二
百
十
三
号

(

平
成
十
七
年
度
及
び
平
成
十
八
年
度
に
県
が
発
注
す
る
測

量
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
の
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

及
び
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
の
定
め
。
以
下

｢

千
二
百
十
三
号
告
示｣

と
い
う
。)

二
３
(三)
の
追
加
受
付

期
間
及
び
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

追
加
受
付
期
間

別
表
上
欄
の
と
お
り
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2

平
成
一
八
年
九
月
一
一
日(

月)

か
ら

平
成
一
八
年
九
月
一
五
日(

金)

ま
で

平
成
一
八
年
六
月
一
二
日(

月)

か
ら

平
成
一
八
年
六
月
一
六
日(

金)

ま
で

追

加

申

請

期

間

平
成
一
七
年
二
月
一
一
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
二
日

経
営
事
項
審
査
の
結
果
通
知
書

等
の
審
査
基
準
日

平
成
一
八
年
九
月
二
二
日(

金)

平
成
一
八
年
六
月
二
三
日(

金)

電
子
申
請
に
お
い
て
別
に
提
出
す

べ
き
添
付
書
類
の
到
達
期
限

(定期)



二

そ
の
他
の
事
項

電
子
申
請

(

千
二
百
十
三
号
告
示
二
４
の
電
子
申
請
を
い
う
。)

を
行
う
場
合
は
、
千
二
百
十
三
号
告

示
二
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
各
号
上
欄
の
期
間
内
に
電
磁
的
記
録
を
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
せ
、
か
つ
、
持
参
、
郵
送
等
に
よ
り
別
に
提
出
す
べ
き
添
付
書

類
を
同
表
各
号
下
欄
の
日
ま
で
に
広
島
県
土
木
部
総
務
管
理
局
建
設
産
業
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番

五
二
号)

に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

期
限
ま
で
に
記
録
又
は
到
達
し
な
い
場
合
は
、
申
請
全
体

を
無
効
と
す
る
。)
。

な
お
、
こ
の
場
合
、
千
二
百
十
三
号
告
示
二
４
の

｢

県
外
業
者｣

は
、｢

県
外
業
者
及
び
県
内
業
者｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表

広
島
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
黒
瀬
川
水
系
角
脇
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

東
広
島
市
西
条
町
田
口
字
東
中
郷
一
七
八
六
番
七

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

一
四
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

公公公

告告告

次
の
証
票
を
亡
失
し
た
の
で
、
平
成
十
八
年
四
月
三
日
以
降
無
効
と
し
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

徴
税
吏
員
証

第
五
〇
八
号

平
成
十
六
年
四
月
一
日
交
付

広
島
県
事
務
吏
員

石
原

照
彦

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

東
広
島
市
志
和
町
小
野
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
役
員
が
就
任
及
び
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
長

日

當

康

典

(

就
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

結

城

信

雄

東
広
島
市
志
和
町
志
和
堀
一
一
五
三

〃

恵

下

芳

郎

〃

〃

別
府
一
〇
五
二

〃

近

藤

敏

文

〃

〃

〃

一
六
五
八

平成18年 4月17日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 5号

3

平
成
一
八
年
九
月
一
一
日(

月)

か
ら

平
成
一
八
年
九
月
一
五
日(

金)

ま
で

平
成
一
八
年
六
月
一
二
日(

月)

か
ら

平
成
一
八
年
六
月
一
六
日(

金)

ま
で

追

加

受

付

期

間

平
成
一
八
年
九
月
二
二
日(

金)

平
成
一
八
年
六
月
二
三
日(

金)

電
子
申
請
に
お
い
て
別
に
提
出
す
べ
き
添
付
書
類
の
到
達
期
限

特
定
非
営
利
活

動
法
人
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
あ

し
た
ば

特
定
非
営
利
活

動
法
人
の
名
称

松
田

泰

代
表
者
の
氏

名

広
島
県
広
島
市

安
佐
南
区
大
町

東
一
丁
目
一
二

番
四
号

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

こ
の
法
人
は
、
障
害
児
者
の

自
立
と
社
会
参
加
促
進
及
び

生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
地
域
の
人
々
と
障
害

児
者
の
助
け
合
い
を
通
じ
て

住
み
良
い
街
づ
く
り
を
は
か

り
、
も
っ
て
広
く
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

・
法
人
の
名

称
の
変
更

・
特
定
非
営

利
活
動
に

係
る
事
業

の
変
更

・
会
員
種
別

の
変
更

・
総
会
定
足

数
の
変
更

定
款
変
更
の

内
容

平
成
一
八
年

三
月
三
〇
日

申
請
年
月
日

(定期)(定期)(定期)



〃

金

満

和

昭

〃

〃

〃

三
三
一－

一

〃

若

月

一

〃

〃

〃

四
四
二－

一

〃

松

島

和

生

〃

〃

〃

五
六
〇

〃

宮

川

文

雄

〃

〃

〃

六
六
八

〃

中

本

勝

美

〃

〃

〃

一
二
〇
一

〃

三

木

武

弘

〃

〃

〃

一
四
九
八

〃

大

石

文

治

〃

〃

〃

一
五
九
六

〃

立

川

英

之

〃

〃

〃

二
七
八－

二

〃

大

津

久

夫

〃

〃

志
和
西
六
三
六－

七

〃

岡

本

陽

〃

〃

〃

一
五
三
七－

一

〃

宮

岡

正

行

〃

〃

〃

七
〇
七－

一

〃

奥

村

信

一

〃

〃

志
和
堀
一
一
五
三－

七

監

事

久

保

清

治

〃

〃

別
府
四
二
七

〃

片

山

明

〃

〃

〃

一
二
七
〇

〃

大

石

正

文

〃

〃

〃

一
九
二
〇

〃

刈

山

文

明

〃

〃

志
和
西
二
一
一
五

〃

松

田

英

夫

〃

〃

〃

二
一
一
九

〃

生

塩

崇

雅

〃

〃

〃

二
四
八
六－
一

(

退
任
役
員)

職
名

氏

名

住

所

理
事

三

戸

博

東
広
島
市
志
和
町
別
府
八
七
四－

三

〃

三

木

章

一

〃

〃

〃

一
三
一
一

〃

立

川

幸

信

〃

〃

志
和
西
二
三
一
一

〃

槙

田

美
智
子

〃

〃

別
府
五
六
一

監
事

八
幡
原

弘

〃

西
条
朝
日
町
六－

二
五

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業

の
計
画
変
更
を
平
成
十
八
年
四
月
七
日
同
意
し
た
。

な
お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

三
原
市

川
西
下

区
画
整
理
事
業

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
同
意
し

た
。な

お
、
こ
の
同
意
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
同
意
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事
業
主
体

地
区
名

事

業

名

福
山
市

上
東
之
面

区
画
整
理
事
業

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
福
山
地
域
事
務
所
長

旗

手

清

文

事

業

主

体

地
区
名

事

業

名

完

了

年

月

日

福
山
市
土
地
改
良
区

同
道
地
区

区
画
整
理
事
業

平
成
一
八
・
三
・
二
四

教教教
育育育
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

広
島
県
文
化
財
保
護
条
例

(

昭
和
五
十
一
年
広
島
県
条
例
第
三
号)

第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ

て
、
次
の
と
お
り
広
島
県
無
形
文
化
財
を
指
定
す
る
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
教
育
委
員
会

委
員
長

小
笠
原

道

雄

平成18年 4月17日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 5号
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工
芸

技
術

種
別

三
次
人
形
の
製
作
技
術

広
島
県
無
形
文
化
財
の

名
称

丸
本� 保

持

者

三
次
市
十
日
市
南
四
丁
目

住

所

備
考

(定期)(号外)(定期)



選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
号

公
職
選
挙
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演

説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し

た
旨
、
安
芸
高
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

28号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
４
月

17日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 4月17日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 5号

5

工
芸

技
術

日
本
刀
製
作
技
術

三
上

孝
徳(

刀
匠
銘

貞
直)

山
県
郡
北
広
島
町
有
田

下
佐
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

面
山
森
林
公
園
管
理
棟

美
土
里
林
業
者
生
活
環
境
施
設

生
田
集
会
所

美
土
里
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

老
人
憩
の
家
美
土
里
荘

老
人
憩
の
家
上
郷
荘

塩
瀬
老
人
集
会
所

矢
賀
会
館

安
芸
高
田
市
八
千
代
文
化
施
設

フ
ォ
ル
テ

下
土
師
集
会
所

川
原
集
会
所

中
束
集
会
所

長
屋
集
会
所

小
草
集
会
所

国
司
集
会
所

施

設

の

名

称

安
芸
高
田
市
高
宮
町
佐
々
部
一
五
二
一
番
地

安
芸
高
田
市
高
宮
町
佐
々
部

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
生
田
一
八
四
一
番
地

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
北
二
四
五
〇
番
地

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
本
郷
六
六
三
九
番
地

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
本
郷
二
七
九
六
番
地
一

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
本
郷
二
六
番
地
一

安
芸
高
田
市
美
土
里
町
本
郷
一
二
一
一
番
地

安
芸
高
田
市
八
千
代
町
佐
々
井
一
三
九
一
番
地
一

安
芸
高
田
市
八
千
代
町
土
師
六
五
四
番
地
一

安
芸
高
田
市
吉
田
町
多
治
比
三
一
四
一
番
地
一

安
芸
高
田
市
吉
田
町
桂
七
〇
番
地
二

安
芸
高
田
市
吉
田
町
長
屋
五
七
一
番
地
五

安
芸
高
田
市
吉
田
町
上
入
江
一
二
九
〇
番
地
一

安
芸
高
田
市
吉
田
町
国
司
四
八
九
番
地

所

在

地

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

指
定
年
月
日

糘
地
老
人
集
会
所

上
小
原
多
目
的
集
会
所

長
命
会
老
人
集
会
所

高
地
老
人
集
会
所

山
田
老
人
集
会
所

長
屋
老
人
集
会
所

瀬
戸
老
人
集
会
所

高
田
原
多
目
的
集
会
所

安
芸
高
田
市
甲
田
町
糘
地
二
九
四
番
地
一

安
芸
高
田
市
甲
田
町
上
小
原
六
九
八
番
地
三

安
芸
高
田
市
甲
田
町
上
小
原
四
四
五
一
番
地
二

安
芸
高
田
市
甲
田
町
上
小
原
三
八
七
三
番
地

安
芸
高
田
市
甲
田
町
上
小
原
二
八
〇
六
番
地
一

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
四
五
六
番
地

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
一
八
一
八
番
地
三

安
芸
高
田
市
甲
田
町
高
田
原
一
〇
五
七
番
地
六

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

平
成
一
六
年
一
一
月
一
三
日

6P
0064

6P
0071

6P
0048

検
定

番
号

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
４
月

1
7
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ

ッ
キ

ー・
チ
ェ
ン
Ｇ

Ｌ Ｃ
Ｒ
ジ
ャ

ッ
キ

ー・
チ
ェ
ン
Ｇ

Ｌ
Ｆ
Ｔ

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ

ッ
キ

ー・
チ
ェ
ン
Ｇ

Ｌ
Ｘ
Ｔ

型
式
名

同
上

同
上

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

代
表
取
締
役
井
置
定
男

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
七

丁
目

201番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

29号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
４
月

17日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫

平成18年 4月17日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 2 2 5号

6

6P
0066

6P
0045

6P
0077

6P
0076

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

Ｃ
Ｒ
Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｋ

Ｓ
Ｔ
４
Ｆ

Ｒ Ｃ
Ｒ
Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｋ

Ｓ
Ｆ
－
Ｔ

Ｒ Ｃ
Ｒ
Ｗ

Ｉ
Ｎ
Ｋ

Ｓ
Ｔ
４
Ｆ

Ｃ
Ｒ
ジ
ャ

ッ
キ

ー・
チ
ェ
ン
Ｇ

Ｓ

同
上

同
上

株
式
会
社
ビ
ス
テ
ィ

代
表
取
締
役
寶
田
久
治

(東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
三
丁

目
29番

10号
)

同
上

左
同

左
同

左
同

左
同

5S
1250

6P
0053

6P
0115

5S
1009

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

18年
４
月

1
7
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

エ
ス
エ
ヌ

ケ
イ
Ｐ
Ｊ

Ｃ
Ｒ
ス

ー

パ

ー海
物

語
Ｍ

55Ｘ

Ｃ
Ｒ
ス

ー

パ

ー海
物

語
Ｍ

55Ｗ

カ

ー・
ツ

ヴ
ァ
イ

型
式
名

株
式
会
社

S
N
K

プ
レ
イ
モ

ア代
表
取
締
役
外
山
公
一

(大
阪
府
吹
田
市
豊
津
町

14
番

12号
)

同
上

株
式
会
社
三
洋
物
産

代
表
取
締
役
金
沢
要
求

(愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区

今
池
三
丁
目
９
番

21号
)

岡
崎
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岡
崎
安
弘

(三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘

突
2185番

地
の
２
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

5S
1225

5S
1274

6P
0006

同
上

同
上

同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機 ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

シ
テ
ィ

ー

ハ
ン
タ

ー

Ｒ ス
パ
イ
ダ

ーマ
ン
２

Ｒ Ｃ
Ｒ
北
斗

の
拳
Ｓ
Ｔ

Ｖ

同
上

同
上

サ
ミ

ー株
式
会
社

代
表
取
締
役
片
本

通
(東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三

丁
目
１
番
１
号
サ
ン
シ
ャ
イ

ン
60)

左
同

左
同

左
同

(定期)


